
学
校
保
健
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
新
旧
対
照
表

○
学
校
保
健
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
三
年
六
月
十
三
日
文
部
省
令
第
十
八
号
）
（
抄
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
伝
染
病
の
種
類
）

（
伝
染
病
の
種
類
）

第
十
九
条

学
校
に
お
い
て
予
防
す
べ
き
伝
染
病
の
種
類
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

第
十
九
条

学
校
に
お
い
て
予
防
す
べ
き
伝
染
病
の
種
類
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

第
一
種

エ
ボ
ラ
出
血
熱
、
ク
リ
ミ
ア
・
コ
ン
ゴ
出
血
熱
、
痘
そ
う
、
南
米
出

一

第
一
種

エ
ボ
ラ
出
血
熱
、
ク
リ
ミ
ア
・
コ
ン
ゴ
出
血
熱
、
痘
そ
う
、
南
米
出

血
熱
、
ペ
ス
ト
、
マ
ー
ル
ブ
ル
グ
病
、
ラ
ッ
サ
熱
、
急
性
灰
白
髄
炎
、

血
熱
、
ペ
ス
ト
、
マ
ー
ル
ブ
ル
グ
病
、
ラ
ッ
サ
熱
、
急
性
灰
白
髄
炎
、

ジ
フ
テ
リ
ア
、
重
症
急
性
呼
吸
器
症
候
群
（
病
原
体
が
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ジ
フ
テ
リ
ア
及
び
重
症
急
性
呼
吸
器
症
候
群
（
病
原
体
が
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ス
属
Ｓ
Ａ
Ｒ
Ｓ
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
及
び
鳥
イ

ル
ス
属
Ｓ
Ａ
Ｒ
Ｓ
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）

ン
フ
ル
エ
ン
ザ
（
病
原
体
が
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
ウ
イ
ル
ス
Ａ
属
イ
ン
フ

ル
エ
ン
ザ
Ａ
ウ
イ
ル
ス
で
あ
つ
て
そ
の
血
清
亜
型
が
Ｈ
五
Ｎ
一
で
あ
る

も
の
に
限
る
。
次
号
及
び
第
二
十
条
第
一
項
第
二
号
イ
に
お
い
て
「
鳥

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
（
Ｈ
五
Ｎ
一
）
」
と
い
う
。
）

二

第
二
種

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
（
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
（
Ｈ
五
Ｎ
一
）
を
除
く
。

二

第
二
種

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
、
百
日
咳
、
麻
疹
、
流
行
性
耳
下
腺
炎
、
風
疹
、

せ
き

し
ん

せ
ん

し
ん

）
、
百
日
咳
、
麻
疹
、
流
行
性
耳
下
腺
炎
、
風
疹
、
水
痘
、
咽
頭
結
膜

水
痘
、
咽
頭
結
膜
熱
及
び
結
核

せ
き

し
ん

せ
ん

し
ん

い
ん

い
ん

熱
及
び
結
核

三

第
三
種

コ
レ
ラ
、
細
菌
性
赤
痢
、
腸
管
出
血
性
大
腸
菌
感
染
症
、
腸
チ
フ
ス

三

第
三
種

コ
レ
ラ
、
細
菌
性
赤
痢
、
腸
管
出
血
性
大
腸
菌
感
染
症
、
腸
チ
フ
ス

、
パ
ラ
チ
フ
ス
、
流
行
性
角
結
膜
炎
、
急
性
出
血
性
結
膜
炎
そ
の
他
の

、
パ
ラ
チ
フ
ス
、
流
行
性
角
結
膜
炎
、
急
性
出
血
性
結
膜
炎
そ
の
他
の

伝
染
病

伝
染
病

２

感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年

２

感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年

法
律
第
百
十
四
号
）
第
六
条
第
七
項
か
ら
第
九
項
ま
で
に
規
定
す
る
新
型
イ
ン
フ
ル

法
律
第
百
十
四
号
）
第
六
条
第
七
項
に
規
定
す
る
指
定
感
染
症
は
、
前
項
の
規
定
に

エ
ン
ザ
等
感
染
症
、
指
定
感
染
症
及
び
新
感
染
症
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず

か
か
わ
ら
ず
、
第
一
種
の
伝
染
病
と
み
な
す
。

、
第
一
種
の
伝
染
病
と
み
な
す
。

（
出
席
停
止
の
期
間
の
基
準
）

（
出
席
停
止
の
期
間
の
基
準
）

第
二
十
条

令
第
五
条
第
二
項
の
出
席
停
止
の
期
間
の
基
準
は
、
前
条
の
伝
染
病
の
種

第
二
十
条

令
第
五
条
第
二
項
の
出
席
停
止
の
期
間
の
基
準
は
、
前
条
の
伝
染
病
の
種

類
に
従
い
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

類
に
従
い
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

第
一
種
の
伝
染
病
に
か
か
つ
た
者
に
つ
い
て
は
、
治
癒
す
る
ま
で
。

一

第
一
種
の
伝
染
病
に
か
か
つ
た
者
に
つ
い
て
は
、
治
癒
す
る
ま
で
。

二

第
二
種
の
伝
染
病
（
結
核
を
除
く
。
）
に
か
か
つ
た
者
に
つ
い
て
は
、
次
の
期

二

第
二
種
の
伝
染
病
（
結
核
を
除
く
。
）
に
か
か
つ
た
者
に
つ
い
て
は
、
次
の
期

間
。
た
だ
し
、
病
状
に
よ
り
学
校
医
そ
の
他
の
医
師
に
お
い
て
伝
染
の
お
そ
れ
が

間
。
た
だ
し
、
病
状
に
よ
り
学
校
医
そ
の
他
の
医
師
に
お
い
て
伝
染
の
お
そ
れ
が



な
い
と
認
め
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

な
い
と
認
め
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

イ

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
（
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
（
Ｈ
五
Ｎ
一
）
及
び
新
型
イ
ン
フ

イ

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
に
あ
つ
て
は
、
解
熱
し
た
後
二
日
を
経
過
す
る
ま
で
。

ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
を
除
く
。
）
に
あ
つ
て
は
、
解
熱
し
た
後
二
日
を
経
過
す

ロ
～
ト

（
略
）

る
ま
で
。

三
～
六

（
略
）

ロ
～
ト

（
略
）

三
～
六

（
略
）
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